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１　実施計画の策定
　本市では、登米市環境基本計画（平成20年３月策定。以下環境基本計画といいます。）に基づき、環境

の保全、回復、安全・安心な生活環境に向けた取り組みを推進してきました。

　このたび、これまでの取り組みの成果や課題、社会情勢の変化などを踏まえ、環境施策の更なる推進の

ため、環境基本計画を改定し、別冊として実施計画を策定しました。

２　実施計画の目的
　実施計画は、第二次環境基本計画（平成28年３月策定。以下「第二次計画」といいます。）に基づき、登

米市の環境の保全、回復と、安全・安心な生活環境に関する施策について具体的な取り組みを定めること

により、第二次計画を推進することを目的とします。

　実施計画は、第二次計画に示す「具体的な施策」について、取組内容、役割分担を示します。

３　実施計画の期間
　実施計画の計画期間は、第二次計画期間内としますが、期間を平成28年から平成30年度までを「前

期」、平成31年から平成33年度までを「中期」、平成34年から平成37年度までを「後期」に分け、３年ごと

に見直しを行います。ただし、「後期」については、第二次計画の検証期間を含め４年とします。

　また、実施計画は、社会情勢の変化や環境基本計画の改定などに併せた見直しも行います。

第１章　実施計画の基本的事項

＜実施計画の期間＞

前　期
平成28年度～平成30年度

中　期 
平成31年度～平成33年度

第二次環境基本計画
平成28年度～平成37年度（10年間）

後　期 
平成34年度～平成37年度
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６ 第二次環境基本計画の施策体系 

 
 
 

 
 
 
+-

将来像 基本目標 取組方針 施 策 

①野生動植物の保護管理 

②農地の適正な管理 

③森林の適正な管理と資源循環機能の保全 

④水辺の保全 

①自然環境・自然景観の保全の推進 

②公園・緑地の整備と維持管理 

③自然とふれあう機会の創出 

(1)自然環境の保全・活用 

(2)生物多様性の保全 

基本目標１ 
 

豊かな自然を保
全し、共生する
まち(自然環境) 

①環境情報の収集 

②環境情報の共有化 

①環境教育・環境学習の推進 

②地域環境活動・市民団体活動の促進 

(1)環境情報の共有 

(2)環境教育・学習、 
環境活動の推進 

基本目標 4 
 

みんなで協働
して環境保全
に取り組むま
ち(市民協働) 

①騒音・振動対策 

①有害化学物質対策 

②放射性物質等への対応 

①大気環境対策 

②悪臭対策 

①不法投棄ごみ処理・未然防止対策 

②畜犬ふん尿対策 

②４Ｒ運動の推進 

③ごみの減量・資源化の推進 

①ごみの分別及び排出方法の啓発 

②一般廃棄物（ごみ）処理施設の管理運営 

③一般廃棄物（し尿等）処理施設の管理運営 

①一般廃棄物（ごみ）処理施設の整備 

①家庭系ごみの収集運搬体制の充実 

②適正な処理･処分･リサイクルの実施 

②土壌汚染の防止対策 

①河川・湖沼の水質浄化対策 

(3)騒音・振動防止対策の推進 

(4)有害化学物質対策の推進 

(1)大気環境の保全 

(2)水質・土壌環境の保全 

(5)不法投棄対策の推進 

(7)ごみ収集・処理体制の整備 

(8)ごみの排出抑制 
と資源循環の推進 

(6)一般廃棄物処理施設 
の整備・維持管理 

基本目標 2 
 

生活環境が守ら
れ、安全で快適
に暮らせるまち
(生活環境) 

あ
ふ
れ
る
笑
顔 

豊
か
な
自
然 

住
み
た
い
ま
ち 

と
め 

①新エネルギーの導入 
(3)新エネルギー利用の推進 

(1)省エネルギー活動の推進 

(2)温室効果ガスの削減 

基本目標 3 
 

地球環境にやさ
しいエネルギー
利用を進めるま
ち（地球環境） 

①地球温暖化対策の推進 

②緑化の推進 

①省エネルギーの推進 

③エコカー・エコドライブの普及 

②グリーン購入の推進 

段　階

実施（Do）

点検・評価

（Check）

見直し（Act）

　　　　推進主体

関係課

関係課

環境保全連絡会議

環境保全会議

環境審議会

環境課

関係課

　　　　　　　役　割

所管する施策・事業の実施

所管する施策・事業について、自己

点検・評価

各施策・事業の進捗状況の評価

点検・評価結果に対する意見

環境報告書の作成

所管する施策・事業の見直し

＜実施計画運用にあたっての役割分担＞

４　実施計画の運用
　実施計画の運用にあたっては、毎年度、具体的な施策について事業の進捗状況を点検・評価し、その結

果を環境報告書にまとめて公表するとともに、施策・事業の進め方の見直しや、実施計画の見直しを行って

いきます。

※関係課は、実施計画に沿って、施策、事業を実施するとともに、毎年度施策の進捗状況を自ら点検評価し

ます。

５　関係課における施策・事業の進め方
　関係課においては、次のとおり所管する施策・事業を実施します。

　　①第二次計画に示す「施策」を踏まえる。

　　②第二次登米市総合計画の基本計画及び実施計画と整合性を図る。

　　③緊急性、継続性、予算などの観点から、施策・事業について弾力的に見直す。

　　④計画と実績を検証し、目標の達成が困難な施策・事業について、存続や廃止を含め抜本的に見直し

を行う。

６　第二次環境基本計画の施策体系
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基本目標１　豊かな自然を保全し、共生するまち（自然環境）
（１）自然環境の保全・活用
①自然環境・自然景観の保全の推進

　　・貴重な自然と景観を保全し、産業と共生を図りながら、自然への負荷に十分に配慮した利活用を進

めるとともに、豊かな自然環境を将来世代に引き継いでいきます。

　　・地域の貴重な保存樹・保存林について、所有者等の協力得て適切な管理をすることにより、将来に

わたり保護・保全に努めます。

　　・自然環境へ影響を及ぼす恐れのある事業については、計画の段階から生態系や希少野生動植物種

などへの十分な配慮や、必要な保護を要請します。

第２章　具体的施策

　②公園・緑地の整備と維持管理

　　・公園・緑地施設などは、人と自然との共生に配慮した整備や適切な維持管理を行います。

　③自然とふれあう機会の創出

　　・グリーンツーリズムやエコ・ツーリズム等を推進し、本市の豊かな自然環境に触れる機会の

　　　充実を図ります。

通番

１

２

３

４

５

　　担当課

環境課

環境課

生涯学習課

住宅都市整備課

住宅都市整備課

前期取組（28年度～30年度）

自然環境保全の推進

（内容）

新たに貴重な自然として保全すべき必要な事由が生じた場合は保全

計画を策定し、自然環境の保全に努めます。

平筒沼いこいの森登米市自然環境保全地域の保全及び維持管理

（内容）

「平筒沼いこいの森登米市自然環境保全地域の自然環境を保全する

ため、保全計画に基づき適正な保全と及び維持管理に努めます。

天然記念物の管理

（内容）

樹勢の衰え等が見られた指定天然記念物樹木は、樹勢回復措置を実

施し、適正な保存に努めます。

景観形成の推進

（内容）

地域の景観の特性を踏まえて、景観計画に基づき良好な景観の形成

を推進します。

開発行為の指導

（内容）

一定規模（3,000㎡）以上の土地開発事業については、登米市開発

指導要綱第19条の規定に基づき、開発区域の３％以上の緑地を確保

するよう、事業者に対して指導を行います。（自然破壊の防止と緑

地の適正な保全）

通番

８

９

　　担当課

農林政策課

農村整備課

商工観光課

住宅都市整備課

土木管理課

前期取組（28年度～30年度）

公園の維持管理

（内容）

都市公園や農村公園、森林公園などについては、有害生物の大発生

などを未然に防止するなど、人と自然とのふれあいが進むように、

適切な維持管理を行います。

道路植栽の維持管理

（内容）

街路樹の剪定、消毒を行う際には、周辺生育植物への影響に配慮

し、適切に維持管理を行います。

通番

10

　　担当課

商工観光課

前期取組（28年度～30年度）

グリーンツーリズムの推進

（内容）

市外中学校の農家宿泊体験として、滞在型観光のグリーンツーリズ

ムを推進し、本市の環境の良さを多くの人に知ってもらい、本市の

環境保全の取り組みに対する理解を広めていきます。

６

７

環境課

農林政策課

農産園芸畜産課

環境影響評価制度の整備

（内容）

環境影響評価制度の整備について検討するとともに、先進自治体等

における取組の有効性、実効性を検証し、戦略的環境アセスメント

ガイドライン策定について検討していきます。

自然と産業の共生

（内容）

自然と景観の保全に配慮しながら、地域で生産・加工された農産物

や林産物などの地域内での利用促進と、ＰＲを通じた魅力や付加価

値の向上を推進します。
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基本目標１　豊かな自然を保全し、共生するまち（自然環境）
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①自然環境・自然景観の保全の推進
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　　・公園・緑地施設などは、人と自然との共生に配慮した整備や適切な維持管理を行います。

　③自然とふれあう機会の創出
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８

９

　　担当課

農林政策課

農村整備課
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土木管理課

前期取組（28年度～30年度）
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　　担当課

商工観光課
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６

７
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（２）生物多様性の保全
①野生動植物の保護管理

　　・多様な動植物の生息・生育環境の保全・再生を図るとともに、市内の生態系を脅かし、被害を及ぼ

す恐れのある特定外来生物等についての防除・駆除や、希少な在来種の保護に努めます。

　　・野生鳥獣の保護管理に努め、必要に応じて農林産物の被害防止などのため有害鳥獣捕獲等による

適正な個体数調整など、県や関係団体と連携を図り対策を講じます。

　②農地の適正な管理

　　・農地が持つ多面的機能の維持を図り、野生動植物の生息・生育環境の再生・創出を図ります。

　　・生物多様性に配慮した環境保全型農業の取り組みをより一層推進し、人と動植物にやさしい安全・

安心な農業をさらに進めます。

　　・農産物直売所の販売力向上や学校給食等への市内産食材の利用を図り、地産地消の取り組みを促

進します。

生物多様性に関する普及・啓発

（内容）

生物多様性の必要性や重要性について、多くの市民や市民団体等、

事業者に理解いただくため、普及・啓発を図ります。

特定外来生物等に関する啓発・駆除

（内容）

在来種の多様性を保全するため、市民や市民団体等と連携し、特定

外来種に関する啓発や駆除などを行います。

有害鳥獣捕獲等による適正な個体数調整

（内容）

農林産物の被害防止などのため有害鳥獣捕獲等による適正な個体数

調整など、県や関係団体と連携調整を図り対策を講じます。

13

14

15

環境課

環境課

農産園芸畜産課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

農地等の多面的機能の保全管理

（内容）

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共

同活動に係る支援を行い、農地等の地域資源の適切な保全管理を推

進します。

環境に配慮した農地整備の実施

（内容）

農村の豊かな自然環境の保全・回復や、動植物の生息空間としての

ネットワークの確保など、環境との調和に配慮した農地整備を実施

します。

環境保全型農業、資源循環型農業の推進

（内容）

環境保全型農業や資源循環型農業の取り組みを支援し、人と生きも

のに優しい安全・安心な農業を推進します。

学校給食における地域食材の利用促進

（内容）

市内農産物等を学校給食食材へ積極的に活用することで地産地消を

図ります。

16

17

18

19

農村整備課

農村整備課

農産園芸畜産課

農林政策課

教育総務課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

11

12

環境課

環境課

農林政策課

エコ・ツーリズムの推進

（内容）

伊豆沼をはじめとした市内の豊かな自然資源や、地域資源を適切に

保全しながら持続的な利活用したエコ・ツーリズムを推進し、取り

組みを検討している市民団体等の支援に努めます。

自然環境の活用

（内容）

サンクチュアリセンターや、その周辺の自然を環境教育の実践の場

として活用するとともに、森林セラピー基地・登米森林公園を森林

浴や森林体験などの多面的利用を通じて、緑豊かな森林とのふれあ

いの場として活用します。
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　③森林の適正な管理と資源循環機能の保全

　　・適正な森林施業と里山の整備に取り組むことにより、多様な森林空間を創出し、野生動植物の生

息・生育環境の確保を図ります。

　　・地元産木材の地域内の利用促進を図るとともに、未利用間伐材等の木質バイオマスのエネルギー利

用等による地域林業の活性化を図ります。

　④水辺の保全

　　・かつての美しい水辺を取り戻す取り組みを進めます

　　・鳥類や昆虫、水生生物などの多様な生き物の生息・生育環境となる良好な湿地の保全を進めます。

　　・渡り鳥の生息環境としての良好な湿地環境の保全に関する国際的な取り組みとの連携・協働に努め

ます。

森林整備の推進

（内容）

適正な森林施業を行うとともに、里山の資源循環機能の確保に向け

た取り組みにより、多様で健全な森林の育成を推進します。

地域産木材の利活用の推進

（内容）

一般住宅や公共施設等への地域産木材の積極的な活用を推進しま

す。

20

21

農林政策課

農林政策課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

水環境保全に関する普及啓発

（内容）

クリーンキャンペーンやクリーンアップ湖沼群を実施し、身近な水

環境の保全に関する普及・啓発に取り組みます。

水辺生態系の再生の推進

（内容）

沼やため池等における外来生物の駆除や、水質改善のためのハス刈

りなどの取り組みを支援し、水辺生態系の再生を推進します。

22

23

環境課

環境課

農村整備課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

24 環境課渡り鳥飛来地との連携・協力

（内容）

東アジアオーストラリア地域・フライウェイパートナーシップやラ

ムサール条約登録湿地関係市町村協議会を通じて、国内外の渡り鳥

飛来地との情報交換等に努め、連携・協力を図ります。
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基本目標２　生活環境が守られ､安全で快適に暮らせるまち(生活環境)
（１）大気環境の保全
　①大気環境対策

　　・国や県等関係機関と連携を密にし、既存の測定局の観測データや国、県による分析情報を共有しな

がら、大気環境を監視します。

　　・野焼きによる煙害の苦情が増え、野外焼却が原則禁止されていることから、法令遵守の徹底を図っ

ていくほか、例外的に認められたものについても煙害防止の観点からマナー向上の啓発を図ってい

きます。

通信訓練の実施

（内容）

光化学オキシダント等大気汚染緊急時の対応のため、県等関係機関

による通信訓練を実施します。また、訓練を通じ、国・県などから

の指導を踏まえ行動マニュアル作成の検討をしつつ、大気環境の保

全について適切に対応します。

・野焼きに対する指導

・市ホームページ等で野焼き禁止の周知

（内容）

野焼きについて、法令遵守の徹底を図るよう原因者に対する適切な

指導や、市民に対し野焼き禁止の周知をします。

公害防止協定の締結

（内容）

公害防止協定の締結を必要とする事案が発生した場合は、公害防止

協定を締結します。

※公害防止協定の締結については、大気の他、水質、土壌、騒音、

振動、有害化学物質等に対しても同様の取り組みとします。

公害相談への対応

（内容）

公害相談について、一連の公害対応を実施した場合は、必要に応じ

て相談者に報告し了承を得るようにします。

※公害相談者への対応については、大気の他、水質、土壌、騒音、

振動、有害化学物質等に対する公害に対しても同様の取り組みとし

ます。

25

26

27

28

環境課

環境課

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

　②悪臭対策

　　・規制基準の遵守を徹底させるため、県等関係機関と連携しながら特定施設に対し適切に対応してい

くとともに、法令の規制対象にならない施設等に対する苦情等についても、管理方法の改善を指導

するなどし、解決に努めます。

　　・河川や水路などの公共水域からの悪臭は、下水道等により汚水衛生処理率を高めることが効果的な

対策となりますが、必要に応じて、河川等の管理者の協力のもと、汚水が長期間滞留しないようにす

るなどの対策を講じるよう努めます。

　　・家畜排せつ物の悪臭については、事業主等に対し、家畜排せつ物の適正な管理を図るよう県等関

係機関と連携しながら指導します。

（２）水質・土壌環境の保全
　①河川・湖沼の水質浄化対策

　　・市内河川・湖沼の水質調査を実施しながら、水質の監視を実施します。

　　・規制基準の遵守を徹底させるため、県等関係機関と連携しながら特定施設等に対し適切に対応し

ていきます。

　　・下水道の整備、浄化槽の設置や市民への啓発等により、家庭等から排出される汚濁負荷の低減を図

り、水質浄化に努めます。

事業所等の悪臭に対する指導

（内容）

悪臭の発生抑制について、臭気を発生させている事業者等に対し、必要

に応じて適切に指導します。

下水道等の整備推進

（内容）

公共下水道・農業集落排水の整備、浄化槽の設置により汚水衛生処

理率の向上を図ります。

家畜排せつ物の悪臭に対する指導

（内容）

事業主等に対し、家畜排せつ物の適正な管理が図られるよう県等関

係機関と連携しながら指導します。

29

30

31

環境課

下水道課

農産園芸畜産課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課
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基本目標２　生活環境が守られ､安全で快適に暮らせるまち(生活環境)
（１）大気環境の保全
　①大気環境対策

　　・国や県等関係機関と連携を密にし、既存の測定局の観測データや国、県による分析情報を共有しな

がら、大気環境を監視します。

　　・野焼きによる煙害の苦情が増え、野外焼却が原則禁止されていることから、法令遵守の徹底を図っ

ていくほか、例外的に認められたものについても煙害防止の観点からマナー向上の啓発を図ってい

きます。

通信訓練の実施

（内容）

光化学オキシダント等大気汚染緊急時の対応のため、県等関係機関

による通信訓練を実施します。また、訓練を通じ、国・県などから

の指導を踏まえ行動マニュアル作成の検討をしつつ、大気環境の保

全について適切に対応します。

・野焼きに対する指導

・市ホームページ等で野焼き禁止の周知

（内容）

野焼きについて、法令遵守の徹底を図るよう原因者に対する適切な

指導や、市民に対し野焼き禁止の周知をします。

公害防止協定の締結

（内容）

公害防止協定の締結を必要とする事案が発生した場合は、公害防止

協定を締結します。

※公害防止協定の締結については、大気の他、水質、土壌、騒音、

振動、有害化学物質等に対しても同様の取り組みとします。

公害相談への対応

（内容）

公害相談について、一連の公害対応を実施した場合は、必要に応じ

て相談者に報告し了承を得るようにします。

※公害相談者への対応については、大気の他、水質、土壌、騒音、

振動、有害化学物質等に対する公害に対しても同様の取り組みとし

ます。

25

26

27

28

環境課

環境課

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

　②悪臭対策

　　・規制基準の遵守を徹底させるため、県等関係機関と連携しながら特定施設に対し適切に対応してい

くとともに、法令の規制対象にならない施設等に対する苦情等についても、管理方法の改善を指導

するなどし、解決に努めます。

　　・河川や水路などの公共水域からの悪臭は、下水道等により汚水衛生処理率を高めることが効果的な

対策となりますが、必要に応じて、河川等の管理者の協力のもと、汚水が長期間滞留しないようにす

るなどの対策を講じるよう努めます。

　　・家畜排せつ物の悪臭については、事業主等に対し、家畜排せつ物の適正な管理を図るよう県等関

係機関と連携しながら指導します。

（２）水質・土壌環境の保全
　①河川・湖沼の水質浄化対策

　　・市内河川・湖沼の水質調査を実施しながら、水質の監視を実施します。

　　・規制基準の遵守を徹底させるため、県等関係機関と連携しながら特定施設等に対し適切に対応し

ていきます。

　　・下水道の整備、浄化槽の設置や市民への啓発等により、家庭等から排出される汚濁負荷の低減を図

り、水質浄化に努めます。

事業所等の悪臭に対する指導

（内容）

悪臭の発生抑制について、臭気を発生させている事業者等に対し、必要

に応じて適切に指導します。

下水道等の整備推進

（内容）

公共下水道・農業集落排水の整備、浄化槽の設置により汚水衛生処

理率の向上を図ります。

家畜排せつ物の悪臭に対する指導

（内容）

事業主等に対し、家畜排せつ物の適正な管理が図られるよう県等関

係機関と連携しながら指導します。

29

30

31

環境課

下水道課

農産園芸畜産課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課
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　②土壌汚染の防止対策

　　・県等関係機関と連携を強化し、有害物質を使用する施設に対し、必要に応じて監視・指導を実施し

ながら、土壌汚染の防止に努めます。

（３）騒音・振動防止対策の推進
　①騒音・振動対策

　　・工場、工事作業現場等の騒音、振動問題に対しては環境基準や規制基準の達成を図るため、指導や

監視を効果的に行っていきます。

　　・自動車騒音に対しては、騒音調査を実施しながら状況を把握し、騒音の低減について対策を検討し

ます。

　　・飲食店営業等に対する騒音規制のほか、近隣騒音問題については、原因者に対し改善のための指

導を行っていきます。

市内河川・湖沼の水質検査の実施

（内容）

市内河川・湖沼の水質検査を実施し、測定箇所を増やしながら、水質

の監視を実施します。

特定施設等の排水等に対する指導

（内容）

特定施設等からの排水等に対し、規制基準が遵守されるよう必要に

応じて適切に指導します。

下水道等の整備推進

（内容）

公共下水道・農業集落排水の整備、浄化槽の設置により汚水衛生処

理率の向上を図ります。

32

33

34

再掲

環境課

環境課

下水道課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

工場等の騒音・振動に対する指導

（内容）

工場等へ騒音・振動に関する環境基準や規制基準の達成を図るよう

監視・指導を実施します。

自動車騒音常時監視業務の実施

（内容）

騒音規制法に基づき、市内路線の自動車騒音及び残留騒音等の測定

を実施します。

近隣騒音問題に対する指導

（内容）
近隣騒音問題について、原因者に対し改善するよう指導します。

36

37

38

環境課

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

有害物質を使用する施設に対する指導

（内容）

有害物質を使用する施設に対し、県等関係機関と連携しながら必要

に応じて指導します。

35 環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

（４）有害化学物質対策の推進
　①有害化学物質対策

　　・事業所からの有害化学物質の排出抑制を図り、必要に応じて有害化学物質を使用する施設に対し

監視・指導を実施します。

　　・市内で保管されているＰＣＢ廃棄物については、県の指導等を受けながら法令で定める処理期限ま

でに適切に処理します。

有害化学物質を使用する施設に対する指導

（内容）

有害化学物質を使用する施設に対し、県等関係機関と連携しながら

必要に応じて指導します。

ＰＣＢ廃棄物の処理

（内容）

本市で保管するＰＣＢ廃棄物は、法令で定める処理期限まで処理す

るように努めます。

39

40

環境課

総務課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課
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　②土壌汚染の防止対策

　　・県等関係機関と連携を強化し、有害物質を使用する施設に対し、必要に応じて監視・指導を実施し

ながら、土壌汚染の防止に努めます。

（３）騒音・振動防止対策の推進
　①騒音・振動対策

　　・工場、工事作業現場等の騒音、振動問題に対しては環境基準や規制基準の達成を図るため、指導や

監視を効果的に行っていきます。

　　・自動車騒音に対しては、騒音調査を実施しながら状況を把握し、騒音の低減について対策を検討し

ます。

　　・飲食店営業等に対する騒音規制のほか、近隣騒音問題については、原因者に対し改善のための指

導を行っていきます。

市内河川・湖沼の水質検査の実施

（内容）

市内河川・湖沼の水質検査を実施し、測定箇所を増やしながら、水質

の監視を実施します。

特定施設等の排水等に対する指導

（内容）

特定施設等からの排水等に対し、規制基準が遵守されるよう必要に

応じて適切に指導します。

下水道等の整備推進

（内容）

公共下水道・農業集落排水の整備、浄化槽の設置により汚水衛生処

理率の向上を図ります。

32

33

34

再掲

環境課

環境課

下水道課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

工場等の騒音・振動に対する指導

（内容）

工場等へ騒音・振動に関する環境基準や規制基準の達成を図るよう

監視・指導を実施します。

自動車騒音常時監視業務の実施

（内容）

騒音規制法に基づき、市内路線の自動車騒音及び残留騒音等の測定

を実施します。

近隣騒音問題に対する指導

（内容）
近隣騒音問題について、原因者に対し改善するよう指導します。

36

37

38

環境課

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

有害物質を使用する施設に対する指導

（内容）

有害物質を使用する施設に対し、県等関係機関と連携しながら必要

に応じて指導します。

35 環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

（４）有害化学物質対策の推進
　①有害化学物質対策

　　・事業所からの有害化学物質の排出抑制を図り、必要に応じて有害化学物質を使用する施設に対し

監視・指導を実施します。

　　・市内で保管されているＰＣＢ廃棄物については、県の指導等を受けながら法令で定める処理期限ま

でに適切に処理します。

有害化学物質を使用する施設に対する指導

（内容）

有害化学物質を使用する施設に対し、県等関係機関と連携しながら

必要に応じて指導します。

ＰＣＢ廃棄物の処理

（内容）

本市で保管するＰＣＢ廃棄物は、法令で定める処理期限まで処理す

るように努めます。

39

40

環境課

総務課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課
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　②畜犬ふん尿対策

　　・県等関係機関と連携しながら、家庭犬しつけ方教室などを開催して、飼い主の心構えを身につけて

もらうほか、毎年実施する狂犬病予防注射などの機会をとらえて、飼い主に対し犬の飼い方のマ

ナー向上を図っていきます。

（５）不法投棄対策の推進
　①不法投棄ごみ処理・未然防止対策

　　・ごみの不適正処理や不法投棄の未然防止のため、環境パトロールを実施し監視体制の充実強化を

図ります。

　　・不法投棄について違反行為が認められた場合には、必要に応じて警察とも連携し、不法投棄の低減

を図っていきます。

　　・不法投棄の防止を呼びかけた看板等を設置し、地域ぐるみで監視の目を強化していきます。

　②放射性物質等への対応

　　・東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響が広範囲にわたっていることか

ら、今後も空間放射線量等の数値を把握しながら、放射性物質に対する対応を継続していきます。

・空間放射線量の測定

・市ホームページ等で測定値の公表

（内容）

空間放射線量の定期的な測定を実施しながら放射性物質に対する対

応を継続します。

・放射性物質に汚染された農林業系副産物の管理

（内容）

放射性物質に汚染された農林業系副産物の適正な管理を行うととも

に、国による最終処分を要請します。

41

42

環境課

農産園芸畜産課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

不法投棄防止看板の設置

（内容）

不法投棄が多発する場所へ不法投棄防止看板を設置し、不法投棄の

未然防止を図ります。

45 環境課

環境パトロールの実施

（内容）

環境パトロールを実施し、ごみの不適正処理や不法投棄の未然防止

を図ります。

不法投棄監視カメラの設置

（内容）

不法投棄が多発する場所へ不法投棄監視カメラを設置し、不法投棄

の未然防止と撤去指導を実施します。

43

44

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

家庭犬しつけ方教室の開催

（内容）

家庭犬しつけ方教室を開催し、飼い主に対して犬の飼い方のマナー

向上を図ります。

犬の糞禁止看板の設置

（内容）

犬の糞により汚れが多発する公園や道路等に犬の糞禁止看板を設置

し、飼い主に対して糞の後始末を徹底するよう啓発を図ります。

46

47

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

（６）一般廃棄物処理施設の整備・維持管理
　①一般廃棄物（ごみ）処理施設の整備

　　・安全で適切なごみ処理のため、環境負荷の低減やコストに配慮するほか、循環型社会形成に寄与す

るため、エネルギー回収設備等を備えた中間処理施設、及び最終処分場を整備します。

一般廃棄物（ごみ）処理施設の整備

（内容）

一般廃棄物（ごみ）処理施設である第２最終処分場の竣工及び（仮

称）新クリーンセンター建設工事に着手します。

48 環境事業所

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課



1514

　②畜犬ふん尿対策

　　・県等関係機関と連携しながら、家庭犬しつけ方教室などを開催して、飼い主の心構えを身につけて

もらうほか、毎年実施する狂犬病予防注射などの機会をとらえて、飼い主に対し犬の飼い方のマ

ナー向上を図っていきます。

（５）不法投棄対策の推進
　①不法投棄ごみ処理・未然防止対策

　　・ごみの不適正処理や不法投棄の未然防止のため、環境パトロールを実施し監視体制の充実強化を

図ります。

　　・不法投棄について違反行為が認められた場合には、必要に応じて警察とも連携し、不法投棄の低減

を図っていきます。

　　・不法投棄の防止を呼びかけた看板等を設置し、地域ぐるみで監視の目を強化していきます。

　②放射性物質等への対応

　　・東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響が広範囲にわたっていることか

ら、今後も空間放射線量等の数値を把握しながら、放射性物質に対する対応を継続していきます。

・空間放射線量の測定

・市ホームページ等で測定値の公表

（内容）

空間放射線量の定期的な測定を実施しながら放射性物質に対する対

応を継続します。

・放射性物質に汚染された農林業系副産物の管理

（内容）

放射性物質に汚染された農林業系副産物の適正な管理を行うととも

に、国による最終処分を要請します。

41

42

環境課

農産園芸畜産課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

不法投棄防止看板の設置

（内容）

不法投棄が多発する場所へ不法投棄防止看板を設置し、不法投棄の

未然防止を図ります。

45 環境課

環境パトロールの実施

（内容）

環境パトロールを実施し、ごみの不適正処理や不法投棄の未然防止

を図ります。

不法投棄監視カメラの設置

（内容）

不法投棄が多発する場所へ不法投棄監視カメラを設置し、不法投棄

の未然防止と撤去指導を実施します。

43

44

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

家庭犬しつけ方教室の開催

（内容）

家庭犬しつけ方教室を開催し、飼い主に対して犬の飼い方のマナー

向上を図ります。

犬の糞禁止看板の設置

（内容）

犬の糞により汚れが多発する公園や道路等に犬の糞禁止看板を設置

し、飼い主に対して糞の後始末を徹底するよう啓発を図ります。

46

47

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課
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通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課



1716

（７）ごみ収集・処理体制の整備
　①家庭系ごみの収集運搬体制の充実

　　・ごみ・資源ごみの収集拠点・収集頻度等、市民ニーズに即した改善、充実を図っていきます。

　　・市民の利便性、再資源化・処理・処分の容易性を踏まえた効率的な収集運搬体制を確保します。

　②適正な処理・処分・リサイクルの実施

　　・廃家電品・廃パソコン等が、各種リサイクル法のもと適正に処理されるよう周知、誘導に努めます。

　　・市営の一般廃棄物処理施設が、率先した適正処理・処分を行い、リサイクルの促進に努めるととも

に、事業系ごみを収集運搬する一般廃棄物処理業許可業者にも働きかけます。

　②一般廃棄物（ごみ）処理施設の管理運営

　　・適切な処理及び一層の資源化を促進する一般廃棄物（ごみ）処理施設の管理運営に努めます。

　③一般廃棄物（し尿等）処理施設の管理運営

　　・一般廃棄物（し尿等）処理施設の計画的及び適切な管理運営に努めます。

　　・家庭から排出されるし尿や農業集落排水汚泥等を炭化肥料に再生し、園芸や農地等へ利用して頂

けるよう推進していきます。

ごみ集積所設置費補助

（内容）

環境美化意識の高揚と計画的なごみ収集を促進するため、ごみ集積

所を新設又は全面改築する行政区等に対し、予算の範囲内で補助金

を交付します。

51 環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

一般廃棄物（ごみ）処理施設の管理運営

（内容）

施設修繕計画に基づく定期修繕の実施、公害防止計画値及び法基準

を遵守した適切な維持管理とともに一層の資源化促進に努めます。

49 クリーンセンター

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

一般廃棄物（し尿等）処理施設の管理運営

（内容）

施設修繕計画に基づく定期修繕の実施、公害防止計画値及び法基準

を遵守した適切な維持管理とともに炭化肥料の農地還元等利用促進

に努めます。

50 衛生センター

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

適正処理困難物等の分別方法及び排出ルールの啓発

（内容）

市の処理施設での処理困難物等ごみの分別方法及び排出ルールの周

知に努めます。

事業者へのごみの分別方法及び排出ルールの啓発

（内容）

一般廃棄物収集運搬業者を通じた事業者へのごみの分別方法及び排

出ルールの周知に努めます。

粗大ごみ処理施設での資源物回収

（内容）

粗大ごみ処理施設での破砕等中間処理工程において金属等再資源化

が可能な資源の抜き取り強化に努めます。

市の施設が４Ｒ運動の率先実行

（内容）

環境マネジメントシステムにより市の施設が４Ｒ運動を率先して実

行します。

52

53

54

55

環境課

環境課

クリーンセンター

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

（８）ごみの排出抑制と資源循環の推進
　①ごみの分別及び排出方法の啓発

　　・広報紙やホームページ等を活用して、ごみの出し方・分け方等の情報提供の充実とともに、子どもや

高齢者、転入者などにとっても分かりやすい内容になるよう努めます。

小学生へのごみの出し方・分け方等の普及啓発

（内容）
小学生の施設見学を通じて、ごみの排出抑制、減量化・資源化を考
える機会を提供します。

56 クリーンセンター

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課
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　③ごみの減量・資源化の推進

　　・ごみ減量の推進、公平性の確保、資源分別意識の高揚等を図るため、指定袋等にごみ処理経費の

一部を負担して頂くごみ処理有料化を継続するとともに、より効果的なごみ減量手法の確立に努め

ます。

　②４Ｒ運動の推進

　　・ごみを出さないライフスタイルや事業活動への転換を促進するため、最も優先度の高いリフューズ

（ごみになるものはもらわない）、リデュース（購入量、使用量を減らす）の浸透に向けた働きかけの

強化に努めます。

　　・ごみの分別やリユース（再利用する）、リサイクル（再資源化する）の取り組みを市の施設が率先して

実行して、幅広く４Ｒ運動への参加を呼びかけていきます。

ごみ処理に関する情報提供

（内容）
ごみの分別及び排出方法、収集・処理・資源化実績等をごみ収集カ
レンダーやホームページ上でお知らせします。

57 環境課

マイバック運動の推進

（内容）

市内大型店舗等が加入するみやぎレジ袋削減協定に基づき、レジ袋

の削減・マイバック持参を呼び掛けます。

生ごみ処理機の普及促進

（内容）

生ごみの自家処理を推進し、ごみ減量のほか、有効利用を図るた

め、生ごみ処理機購入者に補助金を交付するとともに啓発活動によ

り普及を図ります。

資源ごみ集団回収奨励制度

（内容）

ごみの減量と資源に対する市民意識の高揚を図るため、資源ごみ回

収を計画的に実施する団体に対し報奨金を交付します。

廃食油の回収・バイオディーゼル燃料の活用推進

（内容）

廃食油回収によるごみ減量化の推進及び廃食油から精製したＢＤＦ

燃料の活用により、ごみ減量のほか、地球温暖化防止、水質汚濁防

止を実感できる取組とします。

58

59

60

61

環境課

環境課

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課 ごみ処理有料化の継続

（内容）

ごみ減量・資源化を推進するため、ごみ処理費用の一部をごみ指定

袋に転嫁して、ごみの発生量に応じて負担して頂く制度を継続しま

す。

リサイクルステーションから回収する資源ごみの追加品目の検討

（内容）

ごみ減量・資源化を推進するため、新たに資源ごみとして回収でき

る品目を検討します。

63

64

クリーンセンター

クリーンセンター

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

62 クリーンセンター白色トレー自主回収店舗の奨励

（内容）

ごみの減量化のため、白色トレーの自主回収ルートが定着している

スーパー店舗の奨励により、回収を支援します。
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　③エコカー・エコドライブの普及

　　・クリーンエネルギー、低燃費かつ低排出ガス自動車の導入を推進するとともに、公用車への導入を図

ります。

　　・エコドライブやアイドリングストップの励行など、排出ガス抑制意識の高揚と環境に配慮した自動車

利用について普及啓発を図ります。

（２）温室効果ガスの削減
　①地球温暖化対策の推進

　　・温室効果ガスの削減に向けて、「登米市地球温暖化対策地域推進計画」により、省エネルギーにつ

ながる様々な環境配慮行動を推進します。

　　・市の事務・事業から排出される温室効果ガスを削減するために、「登米市地球温暖化対策率先実行

計画」を推進するとともに､環境への負荷の削減の進捗を管理し、改善していくために、環境マネジ

メントシステムの運用、改善を行います。

基本目標３　地球環境にやさしいエネルギー利用を進めるまち(地球環境)
（１）省エネルギー活動の推進
　①省エネルギーの推進

　　・市のホームページや広報紙等で、省エネルギーの広報、啓発に努めます。　

　　・公共施設へのＬＥＤなどの省エネルギー設備・機器の導入を図るとともに、市民及び事業所に対して

も導入を推奨します。

　　・全市を挙げたクールビズ・ウォームビズの取り組みを推進します。

　②グリーン購入の推進

　　・市が率先してグリーン購入を推進し、環境負荷の軽減に取り組みます。

　　・環境にやさしい「エコマーク」や「グリーンマーク」等の制度の周知を図るとともに、エコ商品の率先

購入、率先利用に向けた意識の高揚を図ります。

クリーンエネルギー、低燃費かつ低排出ガス自動車導入の推進

（内容）

地球温暖化対策の一環として、環境への負荷が少ない低公害車（通

称・エコカー）の公用車への導入を進めるともに、市民、事業者へ

の導入を推進します。

公用車のエコドライブの励行

（市役所の取り組み）

（内容）

公用車のエコドライブに努めます。

エコドライブの普及啓発

（内容）

市民や事業者等に市広報紙やホームページなどを通じて、エコドラ

イブの普及啓発を図ります。

70

71

72

総務課

環境課

総務課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

省エネルギーの推進

（内容）

市民や事業者等に市広報紙やホームページを通じて、省エネルギー

に関して、地球温暖化防止行動を推進します。

省エネルギー設備・機器の導入

（内容）

公共施設へのＬＥＤなどの省エネルギー仕様の設備・機器の導入を

図ります。

クールビズ・ウォームビズの推進

（内容）

市役所が率先して全庁一体的なクールビズ・ウォームビズに取り組

みや、市内の事業所にクールビズ、ウォームビズのポスター等を配

布し推進します

65

66

67

環境課

総務課

子育て支援課

商工観光課

住宅都市整備課

営繕課

学校教育課

市長公室

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

グリーン購入に関する啓発

（内容）

市民や事業者等に市広報紙やホームページなどを通じて、環境負荷

の少ない製品のグリーン購入について啓発を図ります。

69 環境課

グリーン購入の推進

（内容）

市役所内において、「登米市グリーン購入調達方針」に基づく、資

源の有効利用と再生材などを使用した環境負荷の少ない製品の購入

を推進します。

68 総務課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課
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　③エコカー・エコドライブの普及

　　・クリーンエネルギー、低燃費かつ低排出ガス自動車の導入を推進するとともに、公用車への導入を図

ります。

　　・エコドライブやアイドリングストップの励行など、排出ガス抑制意識の高揚と環境に配慮した自動車

利用について普及啓発を図ります。

（２）温室効果ガスの削減
　①地球温暖化対策の推進

　　・温室効果ガスの削減に向けて、「登米市地球温暖化対策地域推進計画」により、省エネルギーにつ

ながる様々な環境配慮行動を推進します。

　　・市の事務・事業から排出される温室効果ガスを削減するために、「登米市地球温暖化対策率先実行

計画」を推進するとともに､環境への負荷の削減の進捗を管理し、改善していくために、環境マネジ

メントシステムの運用、改善を行います。

基本目標３　地球環境にやさしいエネルギー利用を進めるまち(地球環境)
（１）省エネルギー活動の推進
　①省エネルギーの推進

　　・市のホームページや広報紙等で、省エネルギーの広報、啓発に努めます。　

　　・公共施設へのＬＥＤなどの省エネルギー設備・機器の導入を図るとともに、市民及び事業所に対して

も導入を推奨します。

　　・全市を挙げたクールビズ・ウォームビズの取り組みを推進します。

　②グリーン購入の推進

　　・市が率先してグリーン購入を推進し、環境負荷の軽減に取り組みます。

　　・環境にやさしい「エコマーク」や「グリーンマーク」等の制度の周知を図るとともに、エコ商品の率先

購入、率先利用に向けた意識の高揚を図ります。

クリーンエネルギー、低燃費かつ低排出ガス自動車導入の推進

（内容）

地球温暖化対策の一環として、環境への負荷が少ない低公害車（通

称・エコカー）の公用車への導入を進めるともに、市民、事業者へ

の導入を推進します。

公用車のエコドライブの励行

（市役所の取り組み）

（内容）

公用車のエコドライブに努めます。

エコドライブの普及啓発

（内容）

市民や事業者等に市広報紙やホームページなどを通じて、エコドラ

イブの普及啓発を図ります。

70

71

72

総務課

環境課

総務課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

省エネルギーの推進

（内容）

市民や事業者等に市広報紙やホームページを通じて、省エネルギー

に関して、地球温暖化防止行動を推進します。

省エネルギー設備・機器の導入

（内容）

公共施設へのＬＥＤなどの省エネルギー仕様の設備・機器の導入を

図ります。

クールビズ・ウォームビズの推進

（内容）

市役所が率先して全庁一体的なクールビズ・ウォームビズに取り組

みや、市内の事業所にクールビズ、ウォームビズのポスター等を配

布し推進します

65

66

67

環境課

総務課

子育て支援課

商工観光課

住宅都市整備課

営繕課

学校教育課

市長公室

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

グリーン購入に関する啓発

（内容）

市民や事業者等に市広報紙やホームページなどを通じて、環境負荷

の少ない製品のグリーン購入について啓発を図ります。

69 環境課

グリーン購入の推進

（内容）

市役所内において、「登米市グリーン購入調達方針」に基づく、資

源の有効利用と再生材などを使用した環境負荷の少ない製品の購入

を推進します。

68 総務課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課
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（３）新エネルギー利用の推進
　①新エネルギーの導入

　　・住宅や事業所への太陽光発電や木質バイオマスなどの新エネルギー設備の導入を促進します。

　　・新エネルギー設備を導入しようとする事業者に対し、国・県等の助成情報を提供するなどの支援を

行います。

　　・公共施設への新築や改築、設備更新等に際しては、新エネルギー設備の導入を図ります。

　②緑化の推進

　　・市民や、みどりの少年団の参加のもと、樹木を植栽するイベントを開催するなど、市民参加による森

づくりを進めます。

　　・公共施設の緑化に努めていくとともに、民間施設においても、緑化が進められるよう働きかけてい

きます。

新エネルギー利活用の推進

（内容）
市地域新エネルギービジョンに基づき、積極的に推進すべき新エネ
ルギーとして位置づけた太陽光発電、太陽熱利用、木質バイオマス
の利活用を推進していきます。

住宅用新・省エネルギー設備導入支援事業の実施

（内容）
住宅用太陽光発電システムや蓄電池、ペレット又は薪ストーブの設
置費の一部助成し導入を推進します。

新エネルギー設備等の情報提供

（内容）
新エネルギー設備等を導入しようとする事業者に対し、国・県等の
助成情報を提供するなどの支援を行います。

公共施設への新エネルギー設備の導入

（内容）
公共施設への新エネルギー設備の導入を図ります。

80

81

82

83

環境課
農林政策課

環境課

環境課
農林政策課

総務課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

市民参加の新たな森林づくりの推進

（内容）

森林は、二酸化炭素を吸収し地球温暖化防止の役割を果たすなど、

人と地球にとって大切な資源であることについて、植樹祭の実施を

通して周知を図ります。

都市公園の緑化推進

（内容）

県の植樹事業を活用して都市公園の緑化の推進を図ります。

76

77

農林政策課

住宅都市整備課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

学校の緑化推進

（内容）

小中学校内における緑化活動を通して緑の大切さや木を植えること

の重要性、二酸化炭素の吸収・地球温暖化防止の役割について啓発

を図ります。

緑の少年団活動の支援

（内容）

緑の少年団の活動に対して支援を行います。

78

79

学校教育課

農林政策課

学校教育課

地球温暖化対策地域推進計画の推進

（市全区域の取り組み）

（内容）

市内の市民、事業者、行政が一体となって地球温暖化対策を総合

的、計画的に進め、本市から地球温暖化防止の取り組みを更に広げ

ていきます

地球温暖化対策率先実行計画の推進（市役所の取り組み）

（内容）

市が一事業者として策定した「地球温暖化対策率先実行計画」に基

づき、市の事務・事業における省エネルギー機器の導入、省エネ行

動などを実施し、率先して温室効果ガス排出の抑制に取り組みま

す。

環境マネジメントシステムの運用

（市役所の取り組み）

（内容）

市独自の環境マネジメントシステムを構築・運用し、市の事務事業

活動及び公共工事において、環境にやさしい行動や環境負荷の低減

に取り組みます。

73

74

75

環境課

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課
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（３）新エネルギー利用の推進
　①新エネルギーの導入

　　・住宅や事業所への太陽光発電や木質バイオマスなどの新エネルギー設備の導入を促進します。

　　・新エネルギー設備を導入しようとする事業者に対し、国・県等の助成情報を提供するなどの支援を

行います。

　　・公共施設への新築や改築、設備更新等に際しては、新エネルギー設備の導入を図ります。

　②緑化の推進

　　・市民や、みどりの少年団の参加のもと、樹木を植栽するイベントを開催するなど、市民参加による森

づくりを進めます。

　　・公共施設の緑化に努めていくとともに、民間施設においても、緑化が進められるよう働きかけてい

きます。

新エネルギー利活用の推進

（内容）
市地域新エネルギービジョンに基づき、積極的に推進すべき新エネ
ルギーとして位置づけた太陽光発電、太陽熱利用、木質バイオマス
の利活用を推進していきます。

住宅用新・省エネルギー設備導入支援事業の実施

（内容）
住宅用太陽光発電システムや蓄電池、ペレット又は薪ストーブの設
置費の一部助成し導入を推進します。

新エネルギー設備等の情報提供

（内容）
新エネルギー設備等を導入しようとする事業者に対し、国・県等の
助成情報を提供するなどの支援を行います。

公共施設への新エネルギー設備の導入

（内容）
公共施設への新エネルギー設備の導入を図ります。

80

81

82

83

環境課
農林政策課

環境課

環境課
農林政策課

総務課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

市民参加の新たな森林づくりの推進

（内容）

森林は、二酸化炭素を吸収し地球温暖化防止の役割を果たすなど、

人と地球にとって大切な資源であることについて、植樹祭の実施を

通して周知を図ります。

都市公園の緑化推進

（内容）

県の植樹事業を活用して都市公園の緑化の推進を図ります。

76

77

農林政策課

住宅都市整備課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

学校の緑化推進

（内容）

小中学校内における緑化活動を通して緑の大切さや木を植えること

の重要性、二酸化炭素の吸収・地球温暖化防止の役割について啓発

を図ります。

緑の少年団活動の支援

（内容）

緑の少年団の活動に対して支援を行います。

78

79

学校教育課

農林政策課

学校教育課

地球温暖化対策地域推進計画の推進

（市全区域の取り組み）

（内容）

市内の市民、事業者、行政が一体となって地球温暖化対策を総合

的、計画的に進め、本市から地球温暖化防止の取り組みを更に広げ

ていきます

地球温暖化対策率先実行計画の推進（市役所の取り組み）

（内容）

市が一事業者として策定した「地球温暖化対策率先実行計画」に基

づき、市の事務・事業における省エネルギー機器の導入、省エネ行

動などを実施し、率先して温室効果ガス排出の抑制に取り組みま

す。

環境マネジメントシステムの運用

（市役所の取り組み）

（内容）

市独自の環境マネジメントシステムを構築・運用し、市の事務事業

活動及び公共工事において、環境にやさしい行動や環境負荷の低減

に取り組みます。

73

74

75

環境課

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課
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　②地域環境活動・市民団体活動の促進

　　・市民や事業者、市民団体等の自主的な環境活動を推進します。

　　・登米市環境市民会議による環境保全活動や環境学習を通じた各団体間・地域間の交流を図り、連

携の強化に努めます。

　　・地域コミュニティ組織による環境保全に関する取り組みを支援します。

（２）環境教育・学習、環境活動の推進
　①環境教育・環境学習の推進

　　・未就学児から高齢者まで幅広い層の市民等への環境学習の機会を提供します。

　　・児童生徒の発達段階に応じた体験型学習を含めた環境教育の充実を図ります。

　　・地域に根ざした環境教育・環境学習や環境活動を推進する人材の育成に努めます。

基本目標４　みんなで協働して環境保全に取り組むまち（市民協働）
（１）環境情報の共有
　①環境情報の収集

　　・国や県、各種団体等の各種調査結果や公害・地球環境問題等の環境に関する情報の収集に努めます。

　　・地域で環境活動を行っている市民団体等を把握し、環境活動に関する情報の収集に努めます。

　②環境情報の共有化

　　・市民団体等が自主的に発信する環境情報の共有化を図るための支援に努めます。

　　・各種調査の結果や、環境活動の状況、環境関連の講演会及びイベントの開催など、環境に関する情

報を市広報紙・ホームページ等の各種媒体により発信します。

　　・市民団体、事業者、学校などが取り組む環境学習や環境活動の内容を発表し、共有する機会の創出

を検討します。

環境学習の推進

（内容）

各地域のＰＴＡ、市民団体等、事業所などへ環境出前講座による環

境学習の機会をつくります。

環境教育の充実

（内容）

宮城教育大学と連携し、環境出前講座の総合的な環境学習プログラ

ムを充実させ、市内小中学校の児童・生徒が自然とのふれあいや自

然から学ぶ機会をつくります。

環境教育リーダーの育成

（内容）

環境教育リーダー育成講座などを開催し、地域の環境教育及び環境

保全活動の中核となる人材を育成します。

89

90

91

環境課

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

環境に関する情報の収集

（内容）

国や県、各種団体等の各種調査結果や公害・地球環境問題等の環境

に関する情報を収集します。

環境活動調査の実施

（内容）

市民団体等やＮＰＯ、事業所が行っている環境活動内容の調査を実

施します。

環境保全等に関する市民からの提案

（内容）

市民から、貴重な自然等の維持・再生及び修復するための方法や、

環境負荷の低減させる方法等の環境保全等に関する提案をいただく

仕組みづくりを行います。

84

85

86

環境課

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

環境に関する情報の提供

（内容）

各種調査の結果や、環境活動の状況、環境関連の講演会及びイベン

トの開催、環境キャラクターの活用など、市広報紙・ホームページ

等に掲載し市民などへの情報を提供します。

87 環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

市民団体等が相互に情報共有する機会の創出

（内容）
市民、ＮＰＯ、学校、企業等が行う環境保全に関する取り組みの成
果や課題を環境フェアなどのイベント等を通じて、相互に情報共有
する機会の創出を図ります。

88 環境課
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　②地域環境活動・市民団体活動の促進
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　　・登米市環境市民会議による環境保全活動や環境学習を通じた各団体間・地域間の交流を図り、連

携の強化に努めます。

　　・地域コミュニティ組織による環境保全に関する取り組みを支援します。

（２）環境教育・学習、環境活動の推進
　①環境教育・環境学習の推進

　　・未就学児から高齢者まで幅広い層の市民等への環境学習の機会を提供します。

　　・児童生徒の発達段階に応じた体験型学習を含めた環境教育の充実を図ります。

　　・地域に根ざした環境教育・環境学習や環境活動を推進する人材の育成に努めます。

基本目標４　みんなで協働して環境保全に取り組むまち（市民協働）
（１）環境情報の共有
　①環境情報の収集

　　・国や県、各種団体等の各種調査結果や公害・地球環境問題等の環境に関する情報の収集に努めます。

　　・地域で環境活動を行っている市民団体等を把握し、環境活動に関する情報の収集に努めます。

　②環境情報の共有化

　　・市民団体等が自主的に発信する環境情報の共有化を図るための支援に努めます。

　　・各種調査の結果や、環境活動の状況、環境関連の講演会及びイベントの開催など、環境に関する情

報を市広報紙・ホームページ等の各種媒体により発信します。

　　・市民団体、事業者、学校などが取り組む環境学習や環境活動の内容を発表し、共有する機会の創出

を検討します。

環境学習の推進

（内容）

各地域のＰＴＡ、市民団体等、事業所などへ環境出前講座による環

境学習の機会をつくります。

環境教育の充実

（内容）

宮城教育大学と連携し、環境出前講座の総合的な環境学習プログラ

ムを充実させ、市内小中学校の児童・生徒が自然とのふれあいや自

然から学ぶ機会をつくります。

環境教育リーダーの育成

（内容）

環境教育リーダー育成講座などを開催し、地域の環境教育及び環境

保全活動の中核となる人材を育成します。

89

90

91

環境課

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

環境に関する情報の収集

（内容）

国や県、各種団体等の各種調査結果や公害・地球環境問題等の環境

に関する情報を収集します。

環境活動調査の実施

（内容）

市民団体等やＮＰＯ、事業所が行っている環境活動内容の調査を実

施します。

環境保全等に関する市民からの提案

（内容）

市民から、貴重な自然等の維持・再生及び修復するための方法や、

環境負荷の低減させる方法等の環境保全等に関する提案をいただく

仕組みづくりを行います。

84

85

86

環境課

環境課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

環境に関する情報の提供

（内容）

各種調査の結果や、環境活動の状況、環境関連の講演会及びイベン

トの開催、環境キャラクターの活用など、市広報紙・ホームページ

等に掲載し市民などへの情報を提供します。

87 環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課

市民団体等が相互に情報共有する機会の創出

（内容）
市民、ＮＰＯ、学校、企業等が行う環境保全に関する取り組みの成
果や課題を環境フェアなどのイベント等を通じて、相互に情報共有
する機会の創出を図ります。

88 環境課
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環境活動の推進

（内容）

事業者、市民団体等の環境活動を市広報紙・ホームページ等で紹介

し、自主的な環境活動を推進します。

環境美化の推進

（内容）

市民や各地域の市民団体等による緑化運動や花いっぱい運動、一斉

清掃などの環境活動を支援し、環境美化の活動を推進します。

登米市環境市民会議との連携

（内容）

登米市環境市民会議と連携・協働し、環境基本計画を推進します。

登米市環境市民会議の活動の充実

（内容）

市民、事業者、各種団体、行政機関の協働での環境保全活動や講演

会等の開催など、全市的な取り組みを推進します。

環境保全活動のネットワークを構築

（内容）

環境保全に取り組む市民や学校、各種団体等のネットワークづくり

を図っていきます。

地域コミュニティ組織の活性化

（内容）

地域コミュニティ組織による環境保全に関する取り組みを支援しま

す。
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環境課

環境課

農林政策課

農村整備課

土木管理課

生涯学習課

環境課

環境課

環境課

市民活動支援課

環境課

通番 前期取組（28年度～30年度） 担当課


	00表紙
	00目次
	01頁
	02頁
	03頁
	04頁
	05頁
	06頁
	07頁
	08頁
	09頁
	10頁
	11頁
	12頁
	13頁
	14頁
	15頁
	16頁
	17頁
	18頁
	19頁
	20頁
	21頁
	22頁
	23頁
	24頁
	25頁
	26頁

